
名称：Natura l  P roducts  Expo  West  2026

開催日程：2026年3月4日(水)～6日(金)

開催場所：Anahe im  Convent ion  Center  Nor th  Ha l l（米国・アナハイム）

出品商品：ナチュラルな食品、飲料、健康・美容関連商品、日用品、サプリメントなど

出展者数・来場者：3,300社・65,000人（2025年実績）

主催者URL：https : / /www.expowest . com/en/home.html

米国Natura l  P roducts  Expo

West  出展企業募集

*札幌食と観光国際実行委員会

構成：札幌商工会議所、札幌物産協会、JETRO  北海道、さっぽろ産業振興財団、札幌観光協会、札幌市

国際観光誘致事業実行委員会、札幌市、小樽市、函館市

米国・アナハイムで開催される「Natura l  P roducts  Expo  West」は、ナチュラ

ル、オーガニック、健康志向のライフスタイルに関連する米国最大規模の見本市です。

国内外から約3,300社が出展、65,000人が来場します(2025年実績）。札幌食と観光

国際実行委員会では、海外市場への販路拡大を検討されている企業を支援し、本展示会

への出展企業を以下のとおり募集いたします。
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出展形式：当実行委員会が「札幌・北海道ブース（仮称）」1小間をNorth  Ha l l内に出展

し、その小間にて複数企業が共同出品

※小間サイズ 10フィート×10フィート（約3m×3m）

※展示カウンター1台を複数企業で共同利用

※商品(サンプル)輸送等は出展企業の責任において実施

下記の条件をすべて満たす食関連事業者3社程度（中小企業に限る）

①北海道内に本社または本店を有し、かつ札幌市・小樽市内・函館市のいずれかに支店、営業

所等を有する企業または、札幌商工会議所または（一社）札幌物産協会会員であること

②出品物は、道内で生産・製造加工している食料品であること

③準備日及び会期の全日程会場の自社ブースに常駐できること。付随する活動に参加できるこ

と

④出展要件に合致する輸出可能な商品を有していること

⑤英語の資料を用いて、商品提案や商談が実施できること（通訳は事務局が手配）

⑥当実行委員会が実施する実績調査等のアンケートに回答できること

⑦展示会開催後（3月7日予定）に現地専門家による勉強会または企業訪問に参加できること

展示会概要

「札幌食と観光国際実行

委員会」ブース出展概要

応募対象

※展示会開催後（3月7日）に現地専門家による

勉強会または企業訪問を予定しています



(一財)さっぽろ産業振興財団

食・ものづくり産業振興部 食産業振興課

担当：金谷・山口

電話番号 :  011 -820 -2062

メール：food_k ikaku@sec .or . jp

サイト :  h t tps : / / sec .or . jp /hanro -kakuda i /domest i c /abroad/

加工食品（菓子、スナック、デザート、調味料等）、調理済み食品、飲料、健康志向食品等

 賞味期限が12か月以上（生鮮品等を除く）

 英文パッケージがある

 各種認証取得がある（FSSC22000、ハラル認証等）

①参加負担金　1社につき20万円

②実行委員会が負担する設備以外の備品代、サンプル、旅費等

※本企画は現地集合‧現地解散ですので、⾶⾏機‧ホテルはご⾃⾝でのお手配となります

令和７年12月9日(火)までに「参加申込書（企業情報＋商品情報)」をE-mai lでご提出く

ださい

応募多数の場合は、申込書の内容をもとに当事務局で選考します

企業都合による出展辞退等により損害（各種キャンセル料等）が生じた場合、当実行

委員会は一切の補償・責任を負いません
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【お問い合わせ先】

【その他】事務局が負担する設備等(予定)：展示台(1台を共有)、商談席(机／椅子)、社名

スタンド、ごみ箱、展示台クロス、背面装飾、基本電源、基本照明、会期中の通訳、名刺

スキャナー（共有）

※上記以外は出展企業が準備する

①主催者の原材料規定に準拠している商品。人工添加物等を使用した商品は出品不可

（詳細は主催者の出品基準https : / / standards .newhope .com/ ingred ient-

standards -gu ide l ines /を参照）

 ※使用されている甘味料、着色料、香料が禁止成分リストに記載されているものではないこと

を確認してください（Standards記載の添加物使用商品は出品不可、但し、Guide l inesに

記載のものは出品可能）

②米国輸出規制に準拠しており、かつ輸出対応ができること（米国FDA対応、裏面ラベル表記

対応）

出展対象商品

出展商品要件

有望商品

企業負担

応募方法


